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(57)【要約】
【課題】信頼性を向上することが可能な半導体装置を提
供する。
【解決手段】実施形態の半導体装置は、銅を主成分とし
、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第１の電極パッドと
、銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の電
極層と、第１の電極パッドと電極層との間に設けられた
半導体層と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第１の電極パッドと、
　銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の電極層と、
　前記第１の電極パッドと前記電極層との間に設けられた半導体層と、
を備える半導体装置。
【請求項２】
　前記第１の電極パッドの端部の厚さが中央部の厚さより厚い請求項１記載の半導体装置
。
【請求項３】
　前記電極層の端部の厚さと中央部の厚さが略同一である請求項１又は請求項２記載の半
導体装置。
【請求項４】
　前記電極層の端部が前記半導体層の端部よりも内側にある請求項１ないし請求項３いず
れか一項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１の電極パッド及び前記電極層が、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及び、ニッ
ケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくともいずれか一つの元素を含む請求項１ない
し請求項４いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１の電極パッド及び前記電極層の中の前記元素の含有量が０．０１原子％以上０
．４原子％以下である請求項５記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記元素は銅の結晶粒界に偏析している請求項５又は請求項６記載の半導体装置。
【請求項８】
　銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第２の電極パッドを更に備え、前記
半導体層は前記第２の電極パッドと前記電極層との間に設けられた請求項１ないし請求項
７いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項９】
　銅（Ｃｕ）を主成分とし、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）か
ら成る群から選ばれる少なくともいずれか一つの元素を含み、厚さが５μｍ以上５０μｍ
未満の第１の電極パッドと、
　電極層と、
　前記第１の電極パッドと前記電極層との間に設けられた半導体層と、
を備える半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１の電極パッドの中の前記元素の含有量が０．０１原子％以上０．４原子％以下
である請求項９記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記元素は銅の結晶粒界に偏析している請求項９又は請求項１０記載の半導体装置。
【請求項１２】
　第１の面と第２の面とを有する半導体基板の前記第２の面の側の周辺部が残存するよう
前記第２の面の側の中央部を薄くし、
　前記第１の面の側にレジストパターンを形成し、
　電界めっき装置を用い電解めっき法により、前記第１の面の側に銅（Ｃｕ）を主成分と
し厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第１の金属膜と、前記第２の面の側に銅を主成分とし
厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第２の金属膜とを同時に形成する半導体装置の製造方法
。
【請求項１３】
　前記半導体基板が前記第１の面に所定の幅を有するダイシングラインを有し、
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　前記第２の金属膜の前記ダイシングラインに対応する部分を除去し、
　前記ダイシングラインに沿って前記半導体基板を切断し、前記半導体基板から複数の半
導体チップを形成する請求項１２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記電解めっき法により、前記第１の金属膜及び前記第２の金属膜を形成する際に、電
界めっき液中に、鉄イオン、コバルトイオン、及び、ニッケルイオンから成る群から選ば
れる少なくともいずれか一つのイオンを添加する請求項１２又は請求項１３記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記電界めっき液の中の３価の前記イオンの濃度をモニタし、モニタした結果に基づき
２価の前記イオンの供給を行う請求項１４記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記電解めっき法により、前記第１の金属膜及び前記第２の金属膜を形成する際に、前
記半導体基板の前記第１の面の側と前記第２の面の側に異なる電圧を印加する請求項１２
ないし請求項１５いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記電解めっき法により、前記第１の金属膜及び前記第２の金属膜を形成した後に、前
記電界めっき装置を、６０℃以上の水を用いて洗浄する請求項１２ないし請求項１６いず
れか一項記載の半導体装置の製造方法。
 
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パワー半導体デバイスでは、半導体チップの発熱による温度上昇に起因する信頼性の低
下が問題になる。例えば、発熱によりトランジスタの閾値電圧のばらつきが生じ、デバイ
ス動作が不安定となるおそれがある。また、発熱によりデバイスが破壊するおそれがある
。
【０００３】
　発熱による温度上昇を抑制するため、半導体チップの表面に設けられる電極に、熱伝導
率の大きな銅を用いることがある。熱伝導率の大きな銅を電極に用いることで、半導体チ
ップの冷却を行い、半導体チップの発熱による温度上昇を抑制する。
【０００４】
　半導体チップの冷却効果を高めるためには、電極に用いる銅の厚さを厚くすることが望
ましい。しかし、銅の厚さを厚くすると、電極の応力が大きくなり半導体チップの反りが
大きくなる。半導体チップの反りにより、半導体チップにクラックが生じたり、接合層と
して用いるはんだの中にボイドが生じたりするおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－７７４６０号公報
【特許文献２】特許４５９１０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明が解決しようとする課題は、信頼性を向上することが可能な半導体装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の半導体装置は、銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第
１の電極パッドと、銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の電極層と、第１の
電極パッドと電極層との間に設けられた半導体層と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態の半導体装置の模式上面図。
【図２】第１の実施形態の半導体装置の模式断面図。
【図３】第１の実施形態の半導体装置の模式断面図。
【図４】第１の実施形態の半導体装置の製造方法を示す図。
【図５】第１の実施形態の半導体装置の製造方法を示す図。
【図６】第２の実施形態の半導体装置の電極の模式断面図。
【図７】第２の実施形態の半導体装置の製造方法の説明図。
【図８】第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図。
【図９】第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図。
【図１０】第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図。
【図１１】第３の実施形態の半導体装置の模式断面図。
【図１２】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す図。
【図１３】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す図。
【図１４】第３の実施形態の半導体装置の製造方法の説明図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書中、同一又は類似する部材については、同一の符号を付し、重複する説明を省
略する場合がある。
【００１０】
　本明細書中、部品等の位置関係を示すために、図面の上方向を「上」、図面の下方向を
「下」と記述する場合がある。本明細書中、「上」、「下」の概念は、必ずしも重力の向
きとの関係を示す用語ではない。
【００１１】
　本明細書中に記載される電極を構成する元素の種類は、例えば、ＳＩＭＳ（Ｓｅｃｏｎ
ｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）又はＥＤＸ（Ｅｎｅｒｇｙ　
Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）により測定することが
可能である。また、電極中の添加元素の分布は、例えば、ＥＤＸにより識別することが可
能である。また、電極厚さ等の長さは、例えば、ＳＥＭ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）又はＴＥＭ（Ｔｒａｍｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）により測定することが可能である。
【００１２】
　本明細書中、銅を主成分とする金属とは、金属を構成する総元素の中で、銅の占める原
子割合が最も大きい金属を意味する。本明細書中、銅を主成分とする金属とは、例えば、
銅の占める原子割合が９０％以上の金属である。
【００１３】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態の半導体装置は、銅（Ｃｕ）を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ
未満の第１の電極パッドと、銅を主成分とし、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の電極層と
、第１の電極パッドと電極層との間に設けられた半導体層と、を備える。
【００１４】
　第１の実施形態の半導体装置は、半導体チップ１０又は半導体パッケージ１００である
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。半導体チップ１０は、電力制御や電力供給に用いられるパワー半導体チップである。ま
た、半導体パッケージ１００は、半導体チップ１０を含むパワー半導体パッケージである
。
【００１５】
　図１は、第１の実施形態の半導体装置の模式上面図である。図２は、第１の実施形態の
半導体装置の模式断面図である。図２（ａ）は、図１のＡＡ’断面図である。図２（ｂ）
は、図１のＢＢ’断面図である。
【００１６】
　半導体パッケージ１００は、半導体チップ１０、ドレインリード２１、ソースリード２
２、ゲートリード２３、ソースコネクタ２６、ゲートコネクタ２７、第１の接合層３１、
第２の接合層３２、第３の接合層３３、第４の接合層３４、モールド樹脂４０を備える。
【００１７】
　半導体チップ１０は、半導体層１１、ソース電極パッド１２（第１の電極パッド）、ド
レイン電極１３（電極層）、ゲート電極パッド１４（第２の電極パッド）を備える。半導
体チップ１０は、例えば、縦型パワーＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）である。
【００１８】
　ソース電極パッド１２は、第１の電極パッドの一例である。ドレイン電極１３は、電極
層の一例である。ゲート電極パッド１４は、第２の電極パッドの一例である。
【００１９】
　ドレインリード２１は、板状の金属である。ドレインリード２１は、例えば、銅を主成
分とする金属である。ドレインリード２１は、例えば、純銅又は銅合金である。ドレイン
リード２１は、第１の電極端子の一例である。ドレインリード２１の下面は、例えば、モ
ールド樹脂４０の下面に露出する。
【００２０】
　ソースリード２２は、金属である。ソースリード２２は、例えば、銅を主成分とする金
属である。ソースリード２２は、例えば、純銅又は銅合金である。
【００２１】
　ゲートリード２３は、金属である。ゲートリード２３は、例えば、銅を主成分とする金
属である。ゲートリード２３は、例えば、純銅又は銅合金である。
【００２２】
　半導体チップ１０は、ドレインリード２１の上に設けられる。
【００２３】
　ドレインリード２１と半導体チップ１０の間には、第１の接合層３１が設けられる。第
１の接合層３１によりドレインリード２１と半導体チップ１０は、接合される。第１の接
合層３１は、例えば、はんだである。第１の接合層３１によりドレインリード２１とドレ
イン電極１３が電気的に接続される。
【００２４】
　ソースコネクタ２６は、半導体チップ１０の上に設けられる。ソースコネクタ２６は、
金属である。ソースコネクタ２６は、例えば、銅を主成分とする金属である。ソースコネ
クタ２６は、例えば、純銅又は銅合金である。
【００２５】
　半導体チップ１０とソースコネクタ２６の間には、第２の接合層３２が設けられる。第
２の接合層３２により半導体チップ１０とソースコネクタ２６は、接合される。第２の接
合層３２は、例えば、はんだである。第２の接合層３２により、ソース電極パッド１２と
ソースコネクタ２６が電気的に接続される。
【００２６】
　ソースコネクタ２６は、ソースリード２２の上に設けられる。ソースコネクタ２６とソ
ースリード２２の間には、第３の接合層３３が設けられる。第３の接合層３３によりソー
スリード２２とソースコネクタ２６は、接合される。第３の接合層３３は、例えば、はん
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だである。
【００２７】
　第３の接合層３３により、ソースコネクタ２６とソースリード２２が電気的に接続され
る。ソース電極パッド１２は、第２の接合層３２、ソースコネクタ２６、第３の接合層３
３を介して、ソースリード２２に電気的に接続される。
【００２８】
　ゲートコネクタ２７は、半導体チップ１０の上に設けられる。ゲートコネクタ２７は、
金属である。ゲートコネクタ２７は、例えば、銅を含む金属である。ゲートコネクタ２７
は、例えば、純銅又は銅合金である。　
【００２９】
　半導体チップ１０とゲートコネクタ２７の間には、第４の接合層３４が設けられる。第
４の接合層３４により半導体チップ１０とゲートコネクタ２７は、接合される。第４の接
合層３４は、例えば、はんだである。第４の接合層３４により、ゲート電極パッド１４と
ゲートコネクタ２７が電気的に接続される。
【００３０】
　ゲートコネクタ２７は、ゲートリード２３の上に設けられる。ゲートコネクタ２７とゲ
ートリード２３の間には、図示しない第５の接合層が設けられる。第５の接合層によりゲ
ートリード２３とゲートコネクタ２７は、接合される。第５の接合層は、例えば、はんだ
である。
【００３１】
　第５の接合層により、ゲートコネクタ２７とゲートリード２３が電気的に接続される。
ゲート電極パッド１４は、第４の接合層３４、ゲートコネクタ２７、第５の接合層を介し
て、ゲートリード２３に電気的に接続される。
【００３２】
　モールド樹脂４０は、半導体チップ１０、ソースコネクタ２６及びゲートコネクタ２７
を囲む。モールド樹脂４０は、例えば、エポキシ樹脂である。
【００３３】
　図３は、第１の実施形態の半導体装置の模式断面図である。図３は、半導体チップ１０
の詳細を示す図である。
【００３４】
　半導体層１１は、単結晶の半導体である。半導体層１１は、例えば、単結晶シリコン、
単結晶炭化珪素（ＳｉＣ）又は単結晶窒化物半導体である。
【００３５】
　半導体層１１は、ソース電極パッド１２とドレイン電極１３との間に設けられる。半導
体層１１は、ゲート電極パッド１４とドレイン電極１３との間に設けられる。
【００３６】
　ソース電極パッド１２は、銅を主成分とする金属である。ソース電極パッド１２は、例
えば、純銅である。ソース電極パッド１２の中央部の厚さ（図３中のｔ１）は、５μｍ以
上５０μｍ未満である。
【００３７】
　ソース電極パッド１２の端部の厚さ（図３中のｔ２）は、例えば、ソース電極パッド１
２の中央部の厚さｔ１よりも厚い。ソース電極パッド１２の端部の厚さｔ２は、例えば、
ソース電極パッド１２の中央部の厚さｔ１の１．１倍以上１．５倍以下である。
【００３８】
　ゲート電極パッド１４は、銅を主成分とする金属である。ゲート電極パッド１４は、例
えば、純銅である。ゲート電極パッド１４の中央部の厚さ（図３中のｔ３）は、５μｍ以
上５０μｍ未満である。
【００３９】
　ゲート電極パッド１４の端部の厚さ（図３中のｔ４）は、例えば、ゲート電極パッド１
４の中央部の厚さｔ３よりも厚い。ゲート電極パッド１４の端部の厚さｔ４は、例えば、
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ゲート電極パッド１４の中央部の厚さｔ３の１．１倍以上１．５倍以下である。
【００４０】
　ドレイン電極１３は、銅を主成分とする金属である。ドレイン電極１３は、例えば、純
銅である。ドレイン電極１３の中央部の厚さ（図３中のｔ５）は、５μｍ以上５０μｍ未
満である。
【００４１】
　ドレイン電極１３の端部の厚さ（図３中のｔ６）は、例えば、ドレイン電極１３の中央
部の厚さｔ５と略同一である。ドレイン電極１３の端部の厚さｔ６は、ドレイン電極１３
の中央部の厚さｔ５と公差の範囲で同一である。ドレイン電極１３は、例えば、全体に均
一な厚さを有する。
【００４２】
　ドレイン電極１３の端部は、半導体層１１の端部よりも所定の距離（図３中のｄ１）だ
け内側にある。所定の距離ｄ１は、例えば、１５μｍ以上１１５μｍ以下である。
【００４３】
　半導体層１１の上には、例えば、図示しない層間絶縁膜が設けられる。層間絶縁膜は、
例えば、酸化膜、窒化膜、酸窒化膜、又は、樹脂膜である。層間絶縁膜は、例えば、酸化
シリコン膜とポリイミド膜の積層膜である。
【００４４】
　ソース電極パッド１２と半導体層１１との間には、例えば、図示しないソース電極が設
けられる。ソース電極は、例えば、銅と異なる金属である。ソース電極は、例えば、アル
ミニウムを主成分とする金属である。ソース電極は、例えば、半導体層１１に接する。
【００４５】
　ソース電極とソース電極パッド１２との間には、例えば、図示しないバリアメタル層が
設けられる。バリアメタル層は、例えば、金属又は金属窒化物である。バリアメタル層は
、例えば、チタン、タンタル、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステンである。
【００４６】
　なお、半導体層１１の上に、ソース電極を介さずに、ソース電極パッド１２が設けられ
ても構わない。この場合、例えば、半導体層１１とソース電極パッド１２との間に、図示
しないバリアメタル層が設けられる。バリアメタル層は、例えば、金属又は金属窒化物で
ある。バリアメタル層は、例えば、チタン、タンタル、窒化チタン、窒化タンタル、窒化
タングステンである。
【００４７】
　ゲート電極パッド１４と半導体層１１との間には、例えば、図示しないゲート電極が設
けられる。ゲート電極は、例えば、多結晶半導体である。ゲート電極は、例えば、多結晶
シリコンである。
【００４８】
　ゲート電極とゲート電極パッド１４との間には、例えば、図示しないバリアメタル層が
設けられる。バリアメタル層は、例えば、金属又は金属窒化物である。バリアメタル層は
、例えば、チタン、タンタル、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステンである。
【００４９】
　次に、第１の実施形態の半導体装置の製造方法の一例について説明する。
【００５０】
　第１の実施形態の半導体装置の製造方法は、第１の面と第２の面とを有する半導体基板
の第２の面の側の周辺部が残存するよう第２の面の側の中央部を薄くし、第１の面の側に
レジストパターンを形成し、電界めっき装置を用い電解めっき法により、第１の面の側に
銅（Ｃｕ）を主成分とし厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第１の金属膜と、第２の面の側
に銅を主成分とし厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第２の金属膜とを同時に形成する。
【００５１】
　図４、図５は、第１の実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。図４（ａ）は
、製造途中の半導体装置の上面図、図４（ｂ）は図４（ａ）のＣＣ’断面図である。図５
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は、製造途中の半導体装置の断面図である。
【００５２】
　シリコン基板Ｗに、複数のＭＯＳＦＥＴ１０１を形成する（図４）。シリコン基板Ｗは
、半導体基板の一例である。シリコン基板Ｗは、第１の面Ｐ１と第２の面Ｐ２を有する。
以下、第１の面Ｐ１を表面、第２の面Ｐ２を裏面と称する。シリコン基板Ｗの厚さは、例
えば、７５０μｍである。
【００５３】
　ＭＯＳＦＥＴ１０１の間には、後に、ダイシングにより個片化するための所定の幅を有
するダイシングライン１０２が設けられる。ウェハＷの表面には、図示しない酸化シリコ
ン膜とポリイミド膜の積層保護膜が形成されている。
【００５４】
　積層保護膜の開口部に、図示しないソース電極とゲート電極とが露出する。ソース電極
とゲート電極とは、アルミニウムを主成分とする金属である。ダイシングライン１０２上
では、積層保護膜が除去されシリコン基板Ｗが露出している。
【００５５】
　シリコン基板Ｗの表面に、図示しないバリアメタル層とシード層を形成する。バリアメ
タル層とシード層はＰＶＤ法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法
）により堆積する。例えば、バリアメタル層は厚さ１５０ｎｍのチタン、シード層は厚さ
５００ｎｍの銅である。
【００５６】
　次に、シリコン基板Ｗの周辺部が残存するようシリコン基板Ｗの裏面の側の中央部を薄
くする。具体的には、シリコン基板Ｗの表面を図示しないバックグラインドテープで保護
する。この状態で、シリコン基板Ｗの周辺部の約３ｍｍを除く部分の裏面側を研削する（
図５（ａ））。研削により、例えば、シリコン基板Ｗの厚さを６５μｍにする。
【００５７】
　次に、ウェットエッチングにより裏面側のシリコンを、例えば、１５μｍエッチングす
る。ウェットエッチングには混酸を用いる。裏面側のシリコンをエッチングすることによ
り、研削により生じたダメージを除去する。
【００５８】
　次に、シリコン基板Ｗの裏面に、図示しないバリアメタル層とシード層を形成する。バ
リアメタル層とシード層はＰＶＤ法により堆積する。例えば、バリアメタル層は厚さ１５
０ｎｍのチタン、シード層は厚さ５００ｎｍの銅である。なお、バリアメタル層を堆積す
る前に、希フッ酸処理を行い、自然酸化膜を除去することが好ましい。
【００５９】
　次に、表面のバックグラインドテープを剥離する。次に、リソグラフィ法を用いて、シ
リコン基板Ｗの表面に、レジストパターン５０を形成する（図５（ｂ））。レジストの膜
厚は、例えば、２５μｍである。レジストパターン５０は、シリコン基板Ｗの表面のソー
ス電極上、ゲート電極上が開口されている。
【００６０】
　次に、電界めっき装置を用いた電解めっき法により、シリコン基板Ｗの表面のソース電
極上、ゲート電極上に、第１の銅めっき膜５１ａ（第１の金属膜）を形成する。同時に、
シリコン基板Ｗの裏面に、第２の銅めっき膜５１ｂ（第２の金属膜）を形成する（図５（
ｃ））。第１の銅めっき膜５１ａ及び第２の銅めっき膜５１ｂの厚さは、例えば、２０μ
ｍである。
【００６１】
　第１の銅めっき膜５１ａは、ソース電極パッド１２及びゲート電極パッド１４となる。
第２の銅めっき膜５１ｂは、ドレイン電極１３となる。
【００６２】
　次に、シリコン基板Ｗの表面のレジストパターン５０を有機溶剤で除去する（図５（ｄ
））。次に、シリコン基板Ｗの表面のレジストパターン５０で覆われていた銅のシード層
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を除去する。次に、水酸化カリウム過酸化水素水溶液を用いてチタンのバリアメタル層を
除去する。シード層とバリアメタル層を除去することにより、ソース電極パッド１２とゲ
ート電極パッド１４とを電気的に分離する。
【００６３】
　次に、シリコン基板Ｗの表面に、図示しない耐酸性の保護テープを張り付ける。次に、
リソグラフィ法を用いて、裏面側のダイシングライン１０２に対応する領域と、裏面側の
シリコン基板Ｗの周辺部の約５ｍｍの領域を露出させるように、レジストパターン５２を
形成する（図５（ｅ））。
【００６４】
　次に、リン硝酢酸水溶液を用いて、裏面側のダイシングライン１０２に対応する領域と
、裏面側のシリコン基板Ｗの周辺部との、第２の銅めっき膜５１ｂ及び銅のシード層を除
去する。次に、レジストパターン５２を除去した後、水酸化カリウム過酸化水素水溶液を
用いて、裏面側のダイシングライン１０２に対応する領域と、裏面側のシリコン基板Ｗの
周辺部とに露出したチタンのバリアメタル層を除去する（図５（ｆ））。
【００６５】
　次に、シリコン基板Ｗの裏面側に、図示しないダイシングシートを張り付ける。次に、
シリコン基板Ｗの周辺部の厚い部分をブレードで分離し除去する（図５（ｇ））。
【００６６】
　次に、ブレードダイシングを用いて、シリコン基板Ｗをダイシングライン１０２に沿っ
て切断し、複数のＭＯＳＦＥＴ１０１を分離し、複数の半導体チップ１０とする（図５（
ｈ））。なお、ブレードダイシングに代えて、レーザダイシングやプラズマダイシングを
用いることも可能である。
【００６７】
　以上の製造方法により、第１の実施形態の半導体チップ１０が製造される。
【００６８】
　次に、第１の実施形態の半導体装置の作用及び効果について説明する。
【００６９】
　パワー半導体デバイスでは、半導体チップの発熱による温度上昇に起因する信頼性の低
下が問題になる。例えば、発熱によりトランジスタの閾値電圧のばらつきが生じ、デバイ
ス動作が不安定となるおそれがある。また、発熱によりデバイスが破壊するおそれがある
。
【００７０】
　発熱による温度上昇を抑制するため、半導体チップの表面に設けられる電極に、熱伝導
率の大きな銅を用いることがある。熱伝導率の大きな銅を電極に用いることで、半導体チ
ップの冷却を行い、半導体チップの発熱による温度上昇を抑制する。
【００７１】
　半導体チップの冷却効果を高めるためには、電極に用いる銅の厚さを厚くすることが望
ましい。しかし、銅の厚さを厚くすると、電極の応力が大きくなり半導体チップの反りが
大きくなる。半導体チップの反りにより、半導体チップにクラックが生じるおそれがある
。半導体チップの接合には、例えば、はんだが用いられる。半導体チップの反りにより、
はんだリフロー工程ではんだ中に発生するガスの排出が困難になり、はんだの中にボイド
が生じたりするおそれがある。よって、電極に用いる銅の厚さを厚くすることで、パワー
半導体デバイスの信頼性が低下するおそれがある。
【００７２】
　第１の実施形態の半導体装置では、半導体チップ１０の両面に銅を主成分とする厚さ５
μｍ以上の電極を設ける。すなわち、半導体チップ１０の表面に、銅を主成分とするソー
ス電極パッド１２と、銅を主成分とするゲート電極パッド１４とを設ける。また、半導体
チップ１０の裏面に銅を主成分とするドレイン電極１３を設ける。
【００７３】
　半導体チップ１０の両面に厚い銅を主成分とする電極を設けることで、半導体チップ１
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０の冷却効果が向上する。したがって、半導体チップ１０内の発熱による温度上昇が抑制
される。よって、半導体チップ１０の信頼性が向上する。
【００７４】
　そして、半導体チップ１０の両面の電極の応力がバランスし、半導体チップの反りが抑
制される。したがって、銅の電極の厚さを５μｍ以上としても半導体チップの反りが抑制
される。よって、半導体チップ１０のクラックや、はんだの中のボイドの発生が抑制され
、半導体チップ１０の信頼性が向上する。
【００７５】
　なお、電極の厚さが５μｍを下回ると、半導体チップ１０の冷却効果が不十分となる。
また、電極の厚さが５０μｍ以上になると、電極による応力が大きくなりすぎ、半導体チ
ップ１０の信頼性が低下する。
【００７６】
　第１の実施形態の半導体チップ１０では、ソース電極パッド１２の端部の厚さｔ２は、
ソース電極パッド１２の中央部の厚さｔ１よりも厚いことが好ましい。ソース電極パッド
１２の上の第２の接合層３２には、例えば、はんだが用いられる。端部の厚さｔ２を中央
部の厚さｔ１よりも厚くすることで、はんだリフロー工程の際に、はんだがソース電極パ
ッド１２の外にはみ出すことが抑制される。
【００７７】
　また、ゲート電極パッド１４の端部の厚さｔ４は、ゲート電極パッド１４の中央部の厚
さｔ３よりも厚いことが好ましい。ゲート電極パッド１４の上の第４の接合層３４には、
例えば、はんだが用いられる。端部の厚さｔ４を中央部の厚さｔ３よりも厚くすることで
、はんだリフロー工程の際に、はんだがゲート電極パッド１４の外にはみ出すことが抑制
される。
【００７８】
　はんだがソース電極パッド１２及びゲート電極パッド１４の外にはみ出すことが抑制さ
れることで、ソース電極とゲート電極の間のショートが抑制される。
【００７９】
　ソース電極パッド１２の端部の厚さｔ２は、ソース電極パッド１２の中央部の厚さｔ１
の１．１倍以上１．５倍以下であることが好ましい。また、ゲート電極パッド１４の端部
の厚さｔ４は、ゲート電極パッド１４の中央部の厚さｔ３の１．１倍以上１．５倍以下で
あることが好ましい。上記範囲を下回ると、ソース電極とゲート電極の間のショートが生
じるおそれがある。また、上記範囲を上回るような形状を形成することは、製造上困難で
ある。
【００８０】
　ソース電極パッド１２及びゲート電極パッド１４の端部の厚さは、例えば、電界めっき
法でめっき膜を形成する際の、レジストパターンやめっき条件を調整することで制御され
る。
【００８１】
　また、第１の実施形態の半導体チップ１０では、ドレイン電極１３の端部の厚さｔ６は
、ドレイン電極１３の中央部の厚さｔ５と略同一であることが好ましい。これにより、ド
レインリード２１とドレイン電極１３を接合する第１の接合層３１の材料であるはんだを
リフローする際に、はんだ中のガスの排出経路が塞がれにくい。よって、はんだの中にボ
イドが生じることが抑制される。
【００８２】
　半導体層１１の端部には、ダイシングの際に生じた微小なクラックが存在する。仮に、
微小なクラックが存在する領域にドレイン電極１３が接すると、電極の応力により微小な
クラックが拡張し、半導体チップ１０の動作に影響を与え、信頼性が低下するおそれがあ
る。
【００８３】
　第１の実施形態の半導体チップ１０では、ドレイン電極１３の端部は、半導体層１１の
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端部よりも所定の距離ｄ１だけ内側にあることが好ましい。これにより、微小なクラック
が存在する領域にドレイン電極１３は接しない。よって、半導体チップ１０の動作の信頼
性の低下が回避できる。
【００８４】
　また、第１の実施形態の半導体チップ１０では、半導体チップ１０の両面に厚い電極を
備えることで、抗折強度が向上する。したがって、半導体層１１の厚さを薄くして、ＭＯ
ＳＦＥＴのオン抵抗を低減することが可能となる。
【００８５】
　以上、第１の実施形態によれば、信頼性を向上することが可能な半導体チップ１０及び
半導体パッケージ１００が実現できる。
【００８６】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態の半導体装置は、第１の電極パッド及び電極層が、鉄（Ｆｅ）、コバル
ト（Ｃｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくともいずれか一つの
元素を含む点で、第１の実施形態と異なっている。以下、第１の実施形態と重複する内容
については記述を省略する。
【００８７】
　第２の実施形態の半導体装置は、半導体チップ又は半導体モジュールである。半導体チ
ップは、電力制御や電力供給に用いられるパワー半導体チップである。また、半導体パッ
ケージは、半導体チップを含むパワー半導体パッケージである。
【００８８】
　第２の実施形態の半導体チップ及び半導体モジュールは、ソース電極パッド１２、ゲー
ト電極パッド１４及びドレイン電極１３の材料の組成のみが、第１の実施形態の半導体チ
ップ１０及び半導体パッケージ１００と異なる。
【００８９】
　第２の実施形態の半導体チップ及び半導体モジュールは、ソース電極パッド１２、ゲー
ト電極パッド１４及びドレイン電極１３等の電極が銅を主成分とする金属であり、鉄（Ｆ
ｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくともい
ずれか一つの添加元素を含む。
【００９０】
　図６は、第２の実施形態の半導体装置の電極の模式断面図である。図６は、ソース電極
パッド１２、ゲート電極パッド１４及びドレイン電極１３の一部の模式断面図である。
【００９１】
　ソース電極パッド１２、ゲート電極パッド１４及びドレイン電極１３は、銅結晶６１と
、添加元素偏析領域６２を含む。添加元素偏析領域６２は、銅結晶の結晶粒界に存在する
。添加元素は、銅の結晶粒界に偏析する。添加元素偏析領域６２には、例えば、銅と添加
元素との合金又は固溶体が形成されている。
【００９２】
　添加元素の含有量は、例えば、０．０１原子％以上０．４原子％以下である。ここで、
添加元素の含有量は、添加元素と銅の合計量に対する添加元素の量の割合で定義される。
【００９３】
　次に、第２の実施形態の半導体装置の製造方法の一例について説明する。
【００９４】
　第２の実施形態の半導体装置の製造方法は、電解めっき法により、第１の金属膜及び第
２の金属膜を形成する際に、電界めっき液中に、鉄イオン、コバルトイオン、及び、ニッ
ケルイオンから成る群から選ばれる少なくともいずれか一つのイオンを添加する点で、第
１の実施形態の半導体装置の製造方法と異なる。以下、第１の実施形態の半導体装置の製
造方法と重複する内容については、一部記述を省略する。
【００９５】
　図７は、第２の実施形態の半導体装置の製造方法の説明図である。以下、添加元素が鉄
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である場合を例に説明する。
【００９６】
　図７は、第２の実施形態の半導体装置の製造方法に用いられる電界めっき装置の構成を
示す。電界めっき装置は、めっき槽７０、第１の内部アノード電極７１ａ、第１の外部ア
ノード電極７２ａ、第２の内部アノード電極７１ｂ、第２の外部アノード電極７２ｂ、表
面カソード電極７３、裏面カソード電極７４、イオン濃度分析器７５、銅イオン供給器７
６、押さえリング７８を備える。めっき槽７０には、めっき液７７が貯留される。
【００９７】
　シリコン基板Ｗの表面のソース電極上、ゲート電極上及び裏面に銅めっき膜を形成する
ために、シリコン基板Ｗをカソードに固定する。カソードは、表面カソード電極７３と裏
面カソード電極７４を有する。シリコン基板Ｗを、表面カソード電極７３と裏面カソード
電極７４の間に固定する。
【００９８】
　シリコン基板Ｗの表面には、レジストパターン５０が形成されている。レジストパター
ン５０は、シリコン基板Ｗの表面のソース電極上、ゲート電極上が開口されている。
【００９９】
　表面カソード電極７３と裏面カソード電極７４には、異なるカソード電圧が印加可能で
ある。シリコン基板Ｗの表面には、負電圧ＶＣ１を印加する。シリコン基板Ｗの裏面には
、負電圧ＶＣ２を印加する。負電圧ＶＣ１と負電圧ＶＣ２は、直流電圧又は直流電圧にパ
ルス波電圧を重畳した電圧を用いる。負電圧ＶＣ１と負電圧ＶＣ２は、表面と裏面に成膜
する銅めっき膜の所望の膜厚を実現するために、適切な電圧となるように設定する。
【０１００】
　表面カソード電極７３及び裏面カソード電極７４と、シリコン基板Ｗとの間には、シリ
コン基板Ｗの端部に、めっき液が回り込まないように、押さえリング７８が設けられる。
押さえリング７８の材質は、めっき液に対して耐性がある材料を選択する必要がある。
【０１０１】
　シリコン基板Ｗの表面側のアノードは、第１の内部アノード電極７１ａと第１の外部ア
ノード電極７２ａを有する。第１の内部アノード電極７１ａの径は、シリコン基板Ｗの径
よりも大きい。第１の外部アノード電極７２ａは、第１の内部アノード電極７１ａの周囲
にリング状に設けられている。
【０１０２】
　第１の内部アノード電極７１ａには電圧ＶＡ１が印加され、第１の外部アノード電極７
２ａには電圧ＶＡ２が印加される。シリコン基板Ｗの表面に成膜する銅めっき膜の面内分
布が均一になるように、電圧ＶＡ１と電圧ＶＡ２が設定される。電圧ＶＡ１と電圧ＶＡ２
は、カソードに対して正電位を有する。すなわち、カソードの電位よりもアノードの電位
が高くなるようにする。電圧ＶＡ１と電圧ＶＡ２は、直流電圧又は直流電圧にパルス波電
圧を重畳した電圧を用いる。
【０１０３】
　シリコン基板Ｗの裏面側のアノードは、第２の内部アノード電極７１ｂと第２の外部ア
ノード電極７２ｂを有する。第２の内部アノード電極７１ｂの径は、シリコン基板Ｗの径
よりも大きい。第２の外部アノード電極７２ｂは、第２の内部アノード電極７１ｂの周囲
にリング状に設けられている。
【０１０４】
　第２の内部アノード電極７１ｂには電圧ＶＡ３が印加され、第２の外部アノード電極７
２ｂには電圧ＶＡ４が印加される。シリコン基板Ｗの表面に成膜する銅めっき膜の面内分
布が均一になるように、電圧ＶＡ３と電圧ＶＡ４が設定される。電圧ＶＡ３と電圧ＶＡ４
は、カソードに対して正電位を有する。すなわち、カソードの電位よりもアノードの電位
が高くなるようにする。電圧ＶＡ３と電圧ＶＡ４は、直流電圧又は直流電圧にパルス波電
圧を重畳した電圧を用いる。
【０１０５】
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　第２の内部アノード電極７１ｂの電圧ＶＡ３は、第１の内部アノード電極７１ａの電圧
ＶＡ１と異なる電圧とすることが可能である。また、第２の外部アノード電極７２ｂの電
圧ＶＡ４は、第１の内部アノード電極７１ａの電圧ＶＡ２と異なる電圧とすることが可能
である。
【０１０６】
　電圧ＶＡ１、電圧ＶＡ２、電圧ＶＡ３、電圧ＶＡ４は、表面と裏面に成膜する銅めっき
膜の所望の膜厚を実現するために、適切な電圧となるように設定する。
【０１０７】
　銅メッキ膜（以下、Ｃｕめっき膜とも表記）への鉄（以下、Ｆｅとも表記）の添加は、
銅めっき液（以下、Ｃｕめっき液とも表記）の銅イオン（以下、Ｃｕ２＋とも表記）に２
価の鉄イオン（以下、Ｆｅ２＋とも表記）を添加することにより行う。Ｃｕ２＋がカソー
ドに移動して、カソードから電子を受け取り、シリコン基板Ｗ上にＣｕめっき膜として析
出する。一方、Ｆｅ２＋はアノードの表面で電子をアノードに与えて３価の鉄イオン（以
下、Ｆｅ３＋とも表記）に変化する。同時に、カソード側ではＦｅ２＋がカソードの表面
から電子を受け取り、ＦｅとしてＣｕめっき膜中に混入する。
【０１０８】
　Ｆｅ２＋がＦｅ３＋となるとＣｕめっき液中のＦｅ３＋濃度が高くなる。Ｆｅ３＋濃度
が高くなると、Ｃｕめっき膜の成膜速度が遅くなる。イオン濃度分析器７５により、Ｃｕ
めっき液中のＦｅ３＋濃度をモニタし、一定濃度に達すると、Ｆｅ３＋は銅イオン供給器
７６に送られて、銅イオン供給器７６の中にあるＣｕボールと反応する。反応の結果、Ｆ
ｅ３＋はＦｅ２＋となり、ＣｕはＣｕ２＋になる。そして、銅イオン供給器７６からめっ
き槽７０の中に、Ｃｕ２＋とＦｅ２＋が供給される。
【０１０９】
　なお、銅メッキ膜へコバルト（Ｃｏ）やニッケル（Ｎｉ）を添加する場合にも、鉄（Ｆ
ｅ）と同様の方法で行うことが可能である。
【０１１０】
　一度、電界めっき装置を用いてシリコン基板Ｗに銅メッキ膜を形成した後、次のシリコ
ン基板Ｗに銅メッキ膜を形成する前に、電界めっき装置の洗浄を行う。
【０１１１】
　電界めっき装置の洗浄に６０℃以上１００℃未満の水を用いることが好ましい。例えば
、６０℃以上１００℃未満の水で洗浄した後、４℃以上３０℃以下の水で洗浄する。洗浄
に６０℃以上１００℃未満の水を用いることにより、洗浄に要する時間を短縮することが
可能となる。
【０１１２】
　特に、銅めっき液に鉄イオン、ニッケルイオン、コバルトイオンなどを添加した場合、
６０℃以上１００℃未満の水を用いることで、洗浄効率が向上する。
【０１１３】
　次に、第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果について説明する。
【０１１４】
　第２の実施形態の半導体チップ及び半導体モジュールは、ソース電極パッド１２、ゲー
ト電極パッド１４及びドレイン電極１３が、銅を主成分とし、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃ
ｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくともいずれか一つの添加元
素を含む。
【０１１５】
　銅を主成分とする電極が、鉄、コバルト又はニッケルを添加元素として含むことにより
、電極の応力が低下する。
【０１１６】
　図８は、第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図である。図８（ａ）は、
銅膜の引張応力と銅膜中の鉄（Ｆｅ）の含有量との関係を示す。図８（ｂ）は、銅膜の抵
抗率と鉄の含有量との関係を示す。鉄の含有量は、銅膜中の鉄と銅の合計量に対する鉄の
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量の割合（Ｆｅ／（Ｃｕ＋Ｆｅ））で定義される。
【０１１７】
　図８（ａ）から明らかなように、鉄を０．０１原子％以上で添加することで銅膜の引張
応力が１５ＭＰ以下となる。また、鉄を０．０２原子％以上で添加することで銅膜の引張
応力が１０ＭＰ以下となる。鉄の添加により銅の結晶粒成長が抑制され、引張応力が低下
すると考えられる。
【０１１８】
　一方、図８（ｂ）から明らかなように、鉄を添加することで、銅膜の抵抗率は上昇する
。鉄の添加量が０．４原子％以下であれば、銅膜の抵抗率は２．５μΩｃｍ以下となる。
鉄の添加量が０．３原子％以下であれば、銅膜の抵抗率は２μΩｃｍ以下となる。
【０１１９】
　第２の実施形態の半導体チップ及び半導体モジュールは、電極の銅膜中に鉄を添加元素
として含有することにより、電極の応力が低減する。したがって、半導体チップ１０に厚
い銅を主成分とする電極を設けたとしても、半導体チップの反りが抑制される。よって、
半導体チップ１０の信頼性が向上する。
【０１２０】
　電極を形成する銅膜中の鉄の含有率は、０．０１原子％以上０．４原子％以下であるこ
とが好ましく、０．０２原子％以上０．３原子％以下であることがより好ましい。上記範
囲を下回ると、応力の低減効果が十分に得られないおそれがある。上記範囲を上回ると抵
抗率が大きくなりすぎオン抵抗が許容範囲を超えるおそれがある。
【０１２１】
　図９は、第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図である。図９（ａ）は、
銅膜の引張応力と銅膜中のコバルト（Ｃｏ）の含有量との関係を示す。図９（ｂ）は、銅
膜の抵抗率とコバルトの含有量との関係を示す。コバルトの含有量は、銅膜中のコバルト
と銅の合計量に対するコバルトの量の割合（Ｃｏ／（Ｃｕ＋Ｃｏ））で定義される。
【０１２２】
　図９（ａ）から明らかなように、コバルトを０．０２原子％以上で添加することで銅膜
の引張応力が１５ＭＰ以下となる。また、コバルトを０．０２５原子％以上で添加するこ
とで銅膜の引張応力が１０ＭＰ以下となる。コバルトの添加により銅の結晶粒成長が抑制
され、引張応力が低下すると考えられる。
【０１２３】
　一方、図９（ｂ）から明らかなように、コバルトを添加することで、銅膜の抵抗率は上
昇する。コバルトの添加量が０．２５原子％以下であれば、銅膜の抵抗率は２．５μΩｃ
ｍ以下となる。コバルトの添加量が０．２原子％以下であれば、銅膜の抵抗率は２μΩｃ
ｍ以下となる。
【０１２４】
　第２の実施形態の半導体チップ及び半導体モジュールは、電極の銅膜中にコバルトを添
加元素として含有することにより、電極の応力が低減する。したがって、半導体チップ１
０に厚い銅を主成分とする電極を設けたとしても、半導体チップの反りが抑制される。よ
って、半導体チップ１０の信頼性が向上する。
【０１２５】
　電極を形成する銅膜中のコバルトの含有率は、０．０２原子％以上０．２５原子％以下
であることが好ましく、０．０２５原子％以上０．２原子％以下であることがより好まし
い。上記範囲を下回ると、応力の低減効果が十分に得られないおそれがある。上記範囲を
上回ると抵抗率が大きくなりすぎオン抵抗が許容範囲を超えるおそれがある。
【０１２６】
　図１０は、第２の実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図である。図１０（ａ）
は、銅膜の引張応力と銅膜中のニッケル（Ｎｉ）の含有量との関係を示す。図１０（ｂ）
は、銅膜の抵抗率とニッケルの含有量との関係を示す。ニッケルの含有量は、銅膜中のニ
ッケルと銅の合計量に対するニッケルの量の割合（Ｎｉ／（Ｃｕ＋Ｎｉ））で定義される
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。
【０１２７】
　図１０（ａ）から明らかなように、ニッケルを０．０２原子％以上で添加することで銅
膜の引張応力が１５ＭＰ以下となる。また、ニッケルを０．０２５原子％以上で添加する
ことで銅膜の引張応力が１０ＭＰ以下となる。ニッケルの添加により銅の結晶粒成長が抑
制され、引張応力が低下すると考えられる。
【０１２８】
　一方、図１０（ｂ）から明らかなように、ニッケルを添加することで、銅膜の抵抗率は
上昇する。ニッケルの添加量が０．４原子％以下であれば、銅膜の抵抗率は２．５μΩｃ
ｍ以下となる。ニッケルの添加量が０．３原子％以下であれば、銅膜の抵抗率は２μΩｃ
ｍ以下となる。
【０１２９】
　第２の実施形態の半導体チップ及び半導体モジュールは、電極の銅膜中にニッケルを添
加元素として含有することにより、電極の応力が低減する。したがって、半導体チップ１
０に厚い銅を主成分とする電極を設けたとしても、半導体チップの反りが抑制される。よ
って、半導体チップ１０の信頼性が向上する。
【０１３０】
　電極を形成する銅膜中のニッケルの含有率は、０．０２原子％以上０．４原子％以下で
あることが好ましく、０．０２５原子％以上０．３原子％以下であることがより好ましい
。上記範囲を下回ると、応力の低減効果が十分に得られないおそれがある。上記範囲を上
回ると抵抗率が大きくなりすぎオン抵抗が許容範囲を超えるおそれがある。
【０１３１】
　添加元素として、鉄、ニッケル、コバルトは、いずれも同様の効果を奏するが、引張応
力と抵抗率の最適化を図る観点からは、鉄が最も添加元素として好ましく、ニッケルが次
に好ましく、コバルトがその次に好ましい。
【０１３２】
　以上、第２の実施形態によれば、第１の実施形態と比較して、電極の応力が低減するこ
とで更に信頼性を向上することが可能な半導体チップ及び半導体パッケージが実現できる
。
【０１３３】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態の半導体装置は、銅（Ｃｕ）を主成分とし、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃ
ｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくともいずれか一つの元素を
含み、厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の第１の電極パッドと、電極層と、第１の電極パッ
ドと電極層との間に設けられた半導体層と、を備える。
【０１３４】
　第３の実施形態の半導体装置は、半導体チップの片面のみに厚い銅を主成分とする電極
が設けられる点で第２の実施形態と異なっている。以下、第１の実施形態及び第２の実施
形態と重複する内容については記述を省略する。
【０１３５】
　第３の実施形態の半導体装置は、半導体チップ３０又は半導体モジュールである。半導
体チップ３０は、電力制御や電力供給に用いられるパワー半導体チップである。また、半
導体パッケージは、半導体チップ３０を含むパワー半導体パッケージである。
【０１３６】
　図１１は、第３の実施形態の半導体装置の模式断面図である。図１１は、半導体チップ
３０の模式断面図である。
【０１３７】
　半導体層１１は、単結晶の半導体である。半導体層１１は、例えば、単結晶シリコン、
単結晶炭化珪素（ＳｉＣ）、単結晶窒化物半導体である。
【０１３８】
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　半導体層１１は、ソース電極パッド１２とドレイン電極１３との間に設けられる。半導
体層１１は、ゲート電極パッド１４とドレイン電極１３との間に設けられる。
【０１３９】
　ソース電極パッド１２は、銅を主成分とする金属である。ソース電極パッド１２は、鉄
（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくと
もいずれか一つの添加元素を含む。ソース電極パッド１２の厚さは、５μｍ以上５０μｍ
未満である。
【０１４０】
　ゲート電極パッド１４は、銅を主成分とする金属である。ゲート電極パッド１４は、鉄
（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から選ばれる少なくと
もいずれか一つの添加元素を含む。ゲート電極パッド１４の厚さは、５μｍ以上５０μｍ
未満である。
【０１４１】
　ドレイン電極１３は、金属、金属化合物又は金属半導体化合物である。ドレイン電極１
３は、例えば、銅、ニッケル、チタン、窒化チタン、ニッケルシリサイド又はチタンシリ
サイドである。ドレイン電極１３の厚さは、０．１μｍ以上２μｍ以下である。
【０１４２】
　ソース電極パッド１２と半導体層１１との間には、例えば、図示しないソース電極が設
けられる。ソース電極は、例えば、銅と異なる金属である。ソース電極は、例えば、アル
ミニウムを主成分とする金属である。
【０１４３】
　ソース電極とソース電極パッド１２との間には、例えば、図示しないバリアメタル層が
設けられる。バリアメタル層は、例えば、金属又は金属窒化物である。バリアメタル層は
、例えば、チタン、タンタル、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステンである。
【０１４４】
　なお、半導体層１１の上に、ソース電極を介さずに、ソース電極パッド１２が設けられ
ても構わない。この場合、例えば、半導体層１１とソース電極パッド１２との間に、図示
しないバリアメタル層が設けられる。バリアメタル層は、例えば、金属又は金属窒化物で
ある。バリアメタル層は、例えば、チタン、タンタル、窒化チタン、窒化タンタル、窒化
タングステンである。
【０１４５】
　ゲート電極パッド１４と半導体層１１との間には、例えば、図示しないゲート電極が設
けられる。ゲート電極は、例えば、多結晶半導体である。ゲート電極は、例えば、多結晶
シリコンである。
【０１４６】
　ゲート電極とゲート電極パッド１４との間には、例えば、図示しないバリアメタル層が
設けられる。バリアメタル層は、例えば、金属又は金属窒化物である。バリアメタル層は
、例えば、チタン、タンタル、窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステンである。
【０１４７】
　次に、第３の実施形態の半導体装置の製造方法の一例について説明する。
【０１４８】
　第３の実施形態の半導体装置の製造方法は、第１の面と第２の面とを有する半導体基板
の第１の面の側にレジストパターンを形成し、電界めっき装置を用い電解めっき法により
、第１の面の側に銅（Ｃｕ）を主成分とし厚さが５μｍ以上５０μｍ未満の金属膜を形成
する。電解めっき法により、金属膜を形成する際に、電界めっき液中に、鉄イオン、コバ
ルトイオン、及び、ニッケルイオンから選ばれる少なくともいずれか一つのイオンを添加
する。以下、第１の実施形態と重複する内容については記述を一部省略する。
【０１４９】
　図１２、図１３は、第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。図１２（
ａ）は、製造途中の半導体装置の上面図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）のＤＤ’断面図で
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ある。図１３は、製造途中の半導体装置の断面図である。
【０１５０】
　シリコン基板Ｗに、複数のＭＯＳＦＥＴ１０１を形成する（図１２（ａ））。シリコン
基板Ｗは、半導体基板の一例である。シリコン基板Ｗは、第１の面Ｐ１と第２の面Ｐ２を
有する。以下、第１の面Ｐ１を表面、第２の面Ｐ２を裏面と称する。シリコン基板Ｗの厚
さは、例えば、７５０μｍである。
【０１５１】
　ＭＯＳＦＥＴ１０１の間には、後に、ダイシングにより個片化するための所定の幅を有
するダイシングライン１０２が設けられる。ウェハＷの表面には、図示しない酸化シリコ
ン膜とポリイミド膜の積層保護膜が形成されている。
【０１５２】
　積層保護膜の開口部に、図示しないソース電極とゲート電極とが露出する。ソース電極
とゲート電極とは、アルミニウムを主成分とする金属である。ダイシングライン１０２上
では、積層保護膜が除去されシリコン基板Ｗが露出している。
【０１５３】
　シリコン基板Ｗの表面に、図示しないバリアメタル層とシード層を形成する。バリアメ
タル層とシード層はＰＶＤ法により堆積する。例えば、バリアメタル層は厚さ１５０ｎｍ
のチタン、シード層は厚さ５００ｎｍの銅である。
【０１５４】
　次に、リソグラフィ法を用いて、シリコン基板Ｗの表面に、レジストパターン５０を形
成する（図１３（ａ））。レジストの膜厚は、例えば、２５μｍである。レジストパター
ン５０は、シリコン基板Ｗの表面のソース電極上、ゲート電極上が開口されている。
【０１５５】
　次に、電界めっき装置を用いた電解めっき法により、シリコン基板Ｗの表面のソース電
極上、ゲート電極上に、例えば、厚さ２０μｍの銅めっき膜５１を形成する（図１３（ｂ
））。銅めっき膜５１は、ソース電極パッド１２及びゲート電極パッド１４となる。銅め
っき膜５１は、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及び、ニッケル（Ｎｉ）から成る群から
選ばれる少なくともいずれか一つの添加元素を含む。
【０１５６】
　図１４は、第３の実施形態の半導体装置の製造方法の説明図である。図１４は、電界め
っき装置を用いた添加元素を含む銅めっき膜５１の製造方法の説明図である。以下、添加
元素が鉄である場合を例に説明する。
【０１５７】
　図１４は、第３の実施形態の半導体装置の製造方法に用いられる電界めっき装置の構成
を示す。電界めっき装置は、めっき槽７０、内部アノード電極７１、外部アノード電極７
２、表面カソード電極７３、裏面カソード電極７４、イオン濃度分析器７５、銅イオン供
給器７６、押さえリング７８を備える。めっき槽７０には、めっき液７７が貯留される。
【０１５８】
　表面カソード電極７３と裏面カソード電極７４には、同一の負電圧ＶＣを印加する。め
っき槽７０には、銅めっき液の銅イオンに２価の鉄イオンを添加する。その他の銅めっき
膜５１の製造方法は、第２の実施形態と同様である。
【０１５９】
　次に、シリコン基板Ｗの表面のレジストパターン５０を有機溶剤で除去する（図１３（
ｃ））。次に、シリコン基板Ｗの表面のレジストパターン５０で覆われていた銅のシード
層を除去する。次に、水酸化カリウム過酸化水素水溶液を用いてチタンのバリアメタル層
を除去する。シード層とバリアメタル層を除去することにより、ソース電極パッド１２と
ゲート電極パッド１４とを電気的に分離する。
【０１６０】
　次に、シリコン基板Ｗの表面に図示しない支持材を設け、シリコン基板Ｗの裏面を研削
することによりシリコン基板Ｗを薄くする（図１３（ｄ））。
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【０１６１】
　次に、シリコン基板Ｗの裏面に、チタン膜とニッケル膜の積層膜をスパッタ法により形
成する（図１３（ｅ））。積層膜は、ドレイン電極１３となる。
【０１６２】
　次に、シリコン基板Ｗの裏面側にダイシングシートを張り付ける。次に、シリコン基板
Ｗの表面の支持材を除去する。
【０１６３】
　次に、ブレードダイシングを用いて、シリコン基板Ｗをダイシングライン１０２に沿っ
て切断し、複数のＭＯＳＦＥＴ１０１を分離し、複数の半導体チップ３０とする（図１３
（ｆ））。なお、ブレードダイシングに代えて、レーザダイシングやプラズマダイシング
を用いることも可能である。
【０１６４】
　以上の製造方法により、第３の実施形態の半導体チップ３０が製造される。
【０１６５】
　第３の実施形態の半導体チップ及び半導体パッケージによれば、銅を主成分とする電極
の応力が、鉄、コバルト又はニッケルを添加元素として含むことにより、低下する。した
がって、半導体チップ３０の片側のみに厚い銅を主成分とする電極を設けたとしても、半
導体チップの反りが抑制される。よって、半導体チップ３０の信頼性が向上する。
【０１６６】
　更に応力を抑制する観点から、ソース電極パッド１２の厚さ及びゲート電極パッド１４
の厚さは、３０μｍ以下であることが好ましく、２０μｍ以下であることがより好ましい
。
【０１６７】
　以上、第３の実施形態によれば、電極の応力が低減することで信頼性を向上することが
可能な半導体チップ及び半導体パッケージが実現できる。
【０１６８】
　第１ないし第３の実施形態では、半導体チップとしてＭＯＳＦＥＴを用いる場合を例に
説明したが、半導体チップはこれらに限定されるものではない。例えば、半導体チップの
上下間に電流が流れる半導体チップであれば、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ
　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、ＳＢＤ（Ｓｈｏｔｔｋｙ　Ｂａｒｒｉｅｒ
　Ｄｉｏｄｅ）、ＰＩＮダイオードなど、その他のパワートランジスタやパワーダイオー
ドを適用することも可能である。
【０１６９】
　また、第１ないし第３の実施形態では、１個の半導体チップが封止された半導体パッケ
ージを例に説明したが、複数の同種又は異種の半導体チップが封止された半導体モジュー
ルに本発明を適用することも可能である。
【０１７０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。例えば、一実施形態の構成要素を他の実施形
態の構成要素と置き換え又は変更してもよい。これら実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
る。
【符号の説明】
【０１７１】
１０　　　半導体チップ（半導体装置）
１１　　　半導体層
１２　　　ソース電極パッド（第１の電極パッド）
１３　　　ドレイン電極（電極層）
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１４　　　ゲート電極パッド（第２の電極パッド）
３０　　　半導体チップ（半導体装置）
５０　　　レジストパターン
１００　　半導体パッケージ（半導体装置）
１０２　　ダイシングライン
Ｐ１　　　第１の面
Ｐ２　　　第２の面
Ｗ　　　　半導体基板
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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